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第２２号議案 

 

令和８年度海田町下水道事業会計予算 

 

 （総則） 

第１条 令和８年度海田町下水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。 

⑴  処 理 開 始 面 積             ４８２ha           

⑵  年 間 有 収 水 量       ２，８４１，４５２㎥ 

⑶  一日平均有収水量           ７，７８５㎥ 

⑷  主な建設改良事業 

    管きょ建設改良費       １６２，１００千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。なお，営業費用中公営企

業会計の適用に要する経費の財源に充てるため，企業債３，５００千円を借り入れる。 

            収    入 

第１款 下水道事業収益        ９６０，９０１千円 

第１項 営 業 収 益         ５９２，１５６千円 

第２項 営業外収益         ３６８，７４４千円 

第３項 特 別 利 益               １千円  

            支    出 

第１款 下水道事業費用        ９６３，２４１千円 

第１項 営 業 費 用         ８７２，６７０千円 

第２項 営業外費用           ８５，４５１千円 

第３項 特 別 損 失             １２０千円 

第４項 予 備 費           ５，０００千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支

出額に対して不足する額１７２，５５６千円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的
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収支調整額７，４１８千円及び過年度分損益勘定留保資金１６５，１３８千円で補てん

するものとする。）。 

            収    入 

 第１款 資本的収入          ５１６，４９９千円 

  第１項 企 業 債      ３５７，９００千円 

  第２項 他 会 計 出 資 金       ９４，３５０千円 

  第３項 国 庫 補 助 金       ５５，０００千円 

  第４項 負 担 金 等        ８，６３１千円 

  第５項 長期貸付金償還金          ６１８千円 

            支    出 

 第１款 資本的支出          ６８９，０５５千円 

  第１項 建 設 改 良 費      １９４，１１９千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金      ４８８，６３６千円 

  第３項 長 期 貸 付 金        １，３００千円 

  第４項 予 備 費        ５，０００千円 

（企業債） 

第５条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。  

起債の目的 限度額 
起債の 

方法 
利率 償還の方法 

下水道事業 
３６１，４００ 

千円 
証書借入 

年６．５％以内 

（ただし，利

率見直し方式

で借り入れる

政府資金等に

ついて，利率

の見直しを行

った後におい

ては，当該見

直し後の利

率） 

政府資金については，

その融資条件により，

銀行その他の場合には

その債権者と協定する

ものによる。ただし，

財政の都合により措置

期間及び償還期限を短

縮し，又は繰上償還若

しくは低利に借換えす

ることができる。 

 （一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は，７００，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定め

る。 
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⑴  営業費用，営業外費用及び特別損失 

 （議会の議決を経なければ流用することができない経費） 

第８条 次に掲げる経費については，その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し，

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければなら

ない。 

⑴  職員給与費             ５７，２７０千円 

⑵  交 際 費                 ５０千円 

 （一般会計からの補助金） 

第９条 下水道事業会計助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は１４７，

０８３千円である。 

 

  令和８年３月３日提出 

 

                     海田町長 竹 野 内  啓 佑  


